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令
和
２
年
度
予
算
案
な
ど
を
可
決

 
市
議
会
定
例
会
が
閉
会

　

２
月
25
日
に
開
会
し
た
市
議
会
第
１
回
定
例
会
は
３
月
19
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。
今
回
の
議

会
で
は
、
総
額
７
６
４
億
円
余
り
の
令
和
２
年
度
予
算
案（
一
般
会
計
、
特
別
会
計
、
企
業
会
計
）

な
ど
、
市
長
お
よ
び
議
員
か
ら
提
案
さ
れ
た
議
案
が
次
の
通
り
報
告
・
同
意
・
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
案
件

■
条
例
案
件（
17
件
）

▼
市
監
査
委
員
条
例
の
一
部
改
正

▼
市
行
政
改
革
推
進
委
員
会
設
置
条
例
の
一
部
改

　

正
▼
市
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正

▼
市
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務

　

災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

▼
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

▼
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正

▼
市
家
畜
診
療
所
設
置
条
例
の
制
定

▼
市
分
担
金
徴
収
条
例
の
一
部
改
正

▼
市
産
業
振
興
基
本
条
例
の
一
部
改
正

▼
市
公
設
地
方
卸
売
市
場
業
務
条
例
の
一
部
改
正

▼
市
観
光
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

　

の
一
部
改
正

▼
市
営
住
宅
条
例
等
の
一
部
改
正

▼
市
都
市
計
画
事
業
高
山
駅
周
辺
土
地
区
画
整
理

　

事
業
施
行
条
例
の
廃
止

▼
市
公
民
館
設
置
条
例
の
一
部
改
正

▼
市
体
育
施
設
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

　

例
の
一
部
改
正

▼
市
消
防
団
条
例
の
一
部
改
正

▼
市
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一

　

部
改
正

■
事
件
案
件（
４
件
）

▼
市
第
八
次
総
合
計
画
基
本
計
画
の
変
更　

ほ
か

■
予
算
案
件（
14
件
）

▼
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
等
利
子
補
給
金
な

　

ど
を
含
む
平
成
31
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

▼
令
和
２
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
・
企
業
会

　

計
予
算　

ほ
か

■
人
事
案
件（
１
件
）

▼
高
山
市
白
川
村
公
平
委
員
会
委
員
に

　

山や
ま

木き

隆り
ゅ
う

平へ
い

さ
ん（
清
見
町
藤
瀬
） 

　

を
選
任
す
る
こ
と
へ
の
同
意

■
議
員
発
議（
１
件
）

▼
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
わ
る
対
策

　

に
つ
い
て
の
決
議

問
合

議
会
事
務
局　

☎
35ｰ

３
１
５
２

　市政を取り巻く環境の変化や、それに伴う新たな行政
課題に的確・迅速に対応するとともに、効率的・効果的
な行政運営を推進していくため、４月から市の組織を変更
しました。

契約管財課に再編
　公契約に関する制度の適切な運用の強化や私債権管理
の統一的な運用に取り組むため、財務部財政課の契約検
査業務と管財課の業務を統合します。
▼契約管財課　☎35 ３ー１８６
※事務室の位置（本庁４階南側）は変わりません。

ごみ処理場建設推進室を新設
　ごみ処理施設の老朽化に伴う新ごみ処理施設を整備す
るため、担当する組織を環境政策部内に新設します。
▼ごみ処理場建設推進室　☎57 ５ー１７７
※事務室は本庁２階北側となります。

市の組織 ４月１日から変更さまざまな行政課題に
対応するため

家畜診療所を新設
　飛驒農業共済事務組合が運営する家畜診療所の閉鎖に
伴い、引き続き家畜診療水準を維持し畜産業の振興を図
るため、農政部畜産課内に新設します。
▼高山市家畜診療所　☎35 ３ー１４２
※事務室の位置は本庁６階西側となります。

母子健康包括支援センターを新設
　妊産婦や乳幼児の健康保持・増進に関する包括的な支
援や妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を強
化するため、市民保健部健康推進課内に新設します。
▼母子健康包括支援センター　☎35 ３ー１６０
※事務室の位置は本庁東側保健センター内となります。

　そのほか、効率的・効果的な業務の推進を図るため、
企画課のふるさと納税業務をブランド戦略課に移管し、
協働推進課の平和、姉妹友好都市交流、市民憲章、人権
および男女共同参画に関する業務を生涯学習課に移管し
ます。

問合  総務課　☎35ｰ３133


